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はじめに 
 

 

「鉄軌道及び索道輸送の安全に関わる情報」（以下「安全情報」という。）は、平成

１８年１０月１日に施行された「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を

改正する法律」（平成１８年法律第１９号）により新たに加えられた鉄道事業法第１

９条の３（軌道法第２６条及び鉄道事業法第３８条において準用する場合を含む。）

の規定に基づき、国土交通本省が毎年度整理して公表しています。 

このたび、令和２年度の関東運輸局管内における鉄軌道及び索道輸送の安全情報が

とりまとまりましたので、公表します。 

 

この安全情報の公表により、鉄軌道及び索道事業者の安全の確保に対する意識が高

まるとともに、鉄軌道及び索道の利用者や沿線住民等の安全利用等に関する理解が促

進されることを期待しています。 

 

なお、「鉄軌道及び索道輸送の安全に関わる国の取組み」及び全国の「運転事故の

発生状況」等に関しましては、国土交通省のホームページ*1に掲載されていますので、

併せてご覧ください。 

 

また、後述の「Ⅰ 関東運輸局管内における鉄・軌道及び索道の運転事故等の発生

状況」は、鉄道事故等報告規則及び軌道事故等報告規則（以下「規則」という。）に

基づき、関東運輸局管内１都７県*2の鉄軌道事業者及び索道事業者から報告のあった

運転事故等の統計です。 

 

 

  

                                                                              
*1 「鉄軌道及び索道輸送の安全に関わる国の取組み」及び「全国版の事故等の統計」等については、国土交通

省の鉄道（鉄道の安全対策_安全情報等）<https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk8_000003.html>をご覧く

ださい。 

*2 「１都７県」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、群馬県、栃木県、茨城県をいいます。 

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk8_000003.html
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用語の説明 

この情報において 使用する用語の意味は、 次のとおりです。 

 

【鉄軌道編】 

運 転 事 故  列車事故、踏切障害事故、道路障害事故、人身障害事故及び物損事故 

 

列 車 事 故  列車衝突事故、列車脱線事故及び列車火災事故 

 

踏 切 事 故  踏切障害に伴う列車事故及び踏切障害事故 

 

列車衝突事故   列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故（軌道事業においては、

本線路を運転する車両が他の車両と衝突し、又は接触した事故） 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第１号に規定する「列車衝突事故」及

び軌道事故等報告規則第 １条第１項第１号に規定する「車両衝突事故」 

 

列車脱線事故     列車（軌道事業においては、本線路を運転する車両）が脱線した事故 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第２号に規定する「列車脱線事故」及び

軌道事故等報告規則第 １条第１項第２号に規定する「車両脱線事故」 

 

列車火災事故     列車（軌道事業においては、本線路を運転する車両）に火災が生じた事故 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第３号に規定する「列車火災事故」及び

軌道事故等報告規則第１条第１項第３号に規定する「車両火災事故」 

 

踏切障害事故   踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又

は接触した事故 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第４号に規定する「踏切障害事故」及び

軌道事故等報告規則第１条第１項第４号に規定する「踏切障害事故」 

 

道路障害事故   踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と

衝突し、又は接触した事故 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第５号に規定する「道路障害事故」及び 

軌道事故等報告規則第１条第１項第５号に規定する「道路障害事故」 
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人身障害事故    列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故（列車事故、踏切障害事故

及び道路障害事故に伴うものを除く。） 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第６号に規定する「鉄道人身障害事故」

及び軌道事故等報告 規則第１条第１項第６号に規定する「人身障害事故」 

 

物 損 事 故    列車又は車両の運転により５百万円以上の物損を生じた事故（列車事故、踏

切障害事故、道路障害事故及び人身障害事故に伴うものを除く。） 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第７号に規定する「鉄道物損事故」及び

軌道事故等報告規則第 １条第１項第７号に規定する「物損事故」 

 

輸 送 障 害    輸送に障害を生じた事態であって、運転事故以外のもの 

ただし、列車（軌道事業においては、本線路を運転する車両）の運転を休止

したもの（工事、保守等により計画的に運休する場合であって、事前に利用

者に周知されたものなどを除く。）又は 旅客列車（軌道事業においては、

旅客車両にあっては３０分以上、旅客列車（旅客車両）以外の列車（軌道事

業においては、本線路を運転する車両）にあっては１時間以上の遅延を生じ

たものに限る。 

鉄道事故等報告規則第３条第３項に規定する「輸送障害」及び軌道事故等 

報告規則第１条第２項に規定する「輸送障害」 

 

インシデント   閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車

が走行した事態など、運転事故が発生するおそれがあると認められる事態 

鉄道事故等報告規則第４条第１項及び軌道事故等報告規則第２条に規定す

る事態 

 

電 気 事 故  感電死傷事故、電気火災事故、感電外死傷事故及び供給支障事故 

 

感電死傷事故   感電により人の死傷を生じた事故 

鉄道事故等報告規則第３条第４項第１号に規定する「感電死傷事故」及び

軌道事故等報告規則第１条第３項第１号に規定する「感電死傷事故」 

 

電気火災事故   漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作

物、山林等に火災が生じた事故 

鉄道事故等報告規則第３条第４項第２号に規定する「電気火災事故」及び

軌道事故等報告規則第１条第３項第２号に規定する「電気火災事故」 
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感電外死傷事故  電気施設の欠陥、損傷、破壊等又は電気施設を操作することにより人の死傷

を生じた事故（感電死傷事故を除く。） 

鉄道事故等報告規則第３条第４項第３号に規定する「感電外死傷事故」及

び軌道事故等報告規則第１条第３項第３号に規定する「感電外死傷事故」 

 

供給支障事故   受電電圧３千ボルト以上の電気施設の故障、損傷、破壊等により電気事業者

に供給支障を生じさせた事故 

鉄道事故等報告規則第３条第４項第４号に規定する「供給支障事故」及び

軌道事故等報告規則第１条第３項第４号に規定する「供給支障事故」 

 

災 害  暴風、豪雨、 豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は

大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により鉄道施設又は車両に生

じた被害 

鉄道事故等報告規則第３条第５項に規定する「災害」及び軌道事故等報告

規則第１条第４項に規定する「災害」 

 

保 安 監 査  輸送の安全を確保するための取組、施設及び車両の管理及び保守並びに運転

取扱いの状況について行う監査 

鉄道事業等監査規則第４条に規定する事項について行う監査 
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【索道編】 

索 道  架空した索条に搬器を吊るして旅客又は旅客及び貨物を運送する施設の総体 

 

普 通 索 道  扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道 

 

特 殊 索 道  外部に開放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する

索道 

 

交 走 式  索条に懸垂された搬器が往復するもの 

 

循 環 式  索条に懸垂された搬器が循環するもの 

 

滑 走 式  旅客のスキー等の滑走具を雪面上又は地表面上に滑走させて旅客を運送する

もの 

 

索 条  麻・鋼を芯とし、針金を縒り合わせたもの数本をまきつけた鋼 

 

搬 器  旅客又は旅客及び貨物を運送するための客車又はいすとその懸垂部等の総称

（複線にあっては、走行部を含む。） 

 

運 転 事 故  索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故及び索道人身障

害事故 

 

索条切断事故   索条が切れた事故 

〔鉄道事故等報告規則第３条第２項第１号に規定する事故〕 

 

搬器落下事故   搬器が落下した事故 

〔鉄道事故等報告規則第３条第２項第２号に規定する事故〕 

 

搬器衝突事故   搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接触した事故 

〔鉄道事故等報告規則第３条第２項第３号に規定する事故〕 

 

搬器火災事故   搬器に火災が生じた事故 

〔鉄道事故等報告規則第３条第２項第４号に規定する事故〕 
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索道人身障害事故 搬器の運転により人の死傷を生じた事故（前号各号の事故に伴うものを除

く。） 

〔鉄道事故等報告規則第３条第２項第５号に規定する事故〕 

 

インシデント   索条に重大な損傷が生じた事態など、運転事故が発生するおそれがあると認

められる事態 

〔鉄道事故等報告規則第４条第２項に規定する事態〕 
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Ⅰ 関東運輸局管内における鉄・軌道及び索道の運転事故

等の発生状況 

 

【鉄軌道編】 

１ 運転事故の発生状況 

（１）運転事故の種類別発生状況 

運転事故の件数は、表１のとおり、１６６件であり、対前年度５７件の減で

した。 

運転事故件数の内訳として、人身障害事故が最も多く全体の７１．１％を占

めており、次いで踏切障害事故が２５．３％となっています。 

 

参考：全国 

○件  数 ：１６６件 対前年度： －５７件（２５．６％減）   ４８３件 

○死傷者数 ：１５０人 対前年度：－１４２人（４８．６％減）   ４１６人 

○うち死亡者数：７５人 対前年度：  ＋９人（１３．６％増）   ２３７人 

 

表１ 運転事故の種類別発生状況（令和２年度） 

  列車脱線 列車衝突 列車火災 踏切障害 道路障害 人身障害 物損 合計 

東京都 
1 0 0 11 2 66 0 80 

1.3% 0.0% 0.0% 13.8% 2.5% 82.5% 0.0% 100.0% 

神奈川県 
0 0 0 6 1 18 0 25 

0.0% 0.0% 0.0% 24.0% 4.0% 72.0% 0.0% 100.0% 

千葉県 
1 0 0 8 0 13 0 22 

4.5% 0.0% 0.0% 36.4% 0.0% 59.1% 0.0% 100.0% 

埼玉県 
0 0 0 5 0 11 0 16 

0.0% 0.0% 0.0% 31.3% 0.0% 68.8% 0.0% 100.0% 

茨城県 
1 0 0 2 0 8 0 11 

9.1% 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 72.7% 0.0% 100.0% 

栃木県 
0 0 0 3 0 0 0 3 

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

群馬県 
0 0 0 3 0 2 0 5 

0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 100.0% 

山梨県 
0 0 0 4 0 0 0 4 

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

関東運輸局

管内 合計 

3 0 0 42 3 118 0 166 

1.8% 0.0% 0.0% 25.3% 1.8% 71.1% 0.0% 100.0% 

 

（上段：件／下段：比率） 
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（２）運転事故の件数及び死傷者数の推移 

運転事故の件数及び死傷者数の推移は、図１のとおり、平成１５年度までは

減少傾向にあり、それ以降は増加傾向にありましたが、近年は再び減少傾向

に転じております。 

 

図１ 関東運輸局管内における運転事故の件数及び死傷者数の推移 

 

 

 

各都県における運転事故の件数及び死傷者数の推移は、図２のとおりです。 

  

109
120

87 88 8810593 81 77 68 60 67 66 62 45 51 46 64 60 60 50 61
71 79 81 71 83

97 91 87 90 79 66 75

182

292

175
135

168

476

130
112

109
123

193

82

175

93
78

101

70
81105

166

135
140

132
157

167
245

259
196

170
157

139
146

226

75

422

378

347

269
281

257 262

236
224

237

202

177
166

194

157158157
170

210
218

207
225

235

264
272

294

316
307

282
270

249 250

223

166

0

100

200

300

400

500

600

62 63元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度 



- 9 - 

図２ 各都県における運転事故の件数及び死傷者数の推移 
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（３）令和２年度における主な事故の発生状況 

令和２年度における主な事故（５人以上の死傷者又は乗客、乗務員に死亡者

が発生した事故）は、ありませんでした。 
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２ 踏切事故の発生状況 

（１）踏切事故の発生状況 

踏切事故の件数及び死傷者数の推移は、図３のとおり、近年は横ばいからや

や減少しています。令和２年度の踏切事故は、４２件であり、対前年度２４

件の減でした。 

参考：全国 

○件 数   ：４２件 対前年度：－２４件（３６．４％減）    １６５件 

○死傷者数   ：３０人 対前年度：－９２人（７５．４％減）   １１７人 

○うち死亡者数 ：２１人 対前年度：  －２人（ ８．７％減）     ７４人 

      

図３ 関東運輸局管内における踏切事故の件数及び死傷者数の推移 

 

 

各都県における踏切事故の件数及び死傷者数の推移は、図４のとおりです。 
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図４ 各都県における踏切事故の件数及び死傷者数の推移 
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（２）踏切事故の原因別発生状況 

踏切事故の原因については、表２のとおり、直前横断によるものが最も多く

全体の約４５％を占めており、次いで落輪・停滞等によるものが約３８％と

なっています。 
 

表２ 踏切事故の原因別発生状況（令和２年度） 

 
 

図５ 関東運輸局管内における踏切事故の原因別推移 

 

  

原因 直前横断 側面衝撃等 落輪・停滞等 その他 合計
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※用語の説明 

直前横断 列車等が接近しているにもかかわらず、自動車等が無理に又は不注意に踏切道内に

進入したために、列車等と衝突したもの 

側面衝撃等 側面衝撃及び限界支障を指す 

側面衝撃 列車等の通過中に自動車等が進入し列車等の側面に衝突したもの 

限界支障 自動車等が踏切道の手前や先で停止した位置が不適切であったために、列車等と接

触したもの 

落輪・停滞等 落輪、停滞、エンスト（歩行者及び自転車等の場合、転倒等）により、踏切道から

進退できずに列車等と衝突したもの 
 

（３）踏切事故の踏切種別別発生状況 

踏切事故の踏切種別別の発生状況は、第１種踏切道での事故が踏切事故の約

９３％を占めています。踏切種別の内訳は、第１種踏切道３９件、第３種踏

切道０件、第４種踏切道３件となっています。 
 

表３ 踏切事故の踏切種別別発生状況（令和２年度） 

 
※用語の説明 

踏切種別 第1種踏切道 第3種踏切道 第4種踏切道 合計

11 0 0 11

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
6 0 0 6

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
7 0 1 8

87.5% 0.0% 12.5% 100.0%

5 0 0 5

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 2 2

0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
3 0 0 3

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

3 0 0 3

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

4 0 0 4

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

39 0 3 42

92.9% 0.0% 7.1% 100.0%

栃木県

群馬県

山梨県

関東運輸局管内

合計

東京都

神奈川県

千葉県

埼玉県

茨城県

第１種踏切 自動踏切遮断機を設置するか又は踏切保安係を配置して、踏切道を通過するす

べての列車又は車両に対し、遮断機を閉じ道路を遮断するもの（終発の列車か

ら始発の列車までの時間内に踏切道を通過する車両に対し、遮断しない場合が

あるものを含む。） 

第２種踏切 踏切保安係を配置して、踏切道を通過する一定時間内における列車又は車両に

対し、遮断機を閉じ道路を遮断するもの（現在設置されているものはない。） 

第３種踏切 警報機が設置されているが、遮断機が設置されていない踏切道 

第４種踏切 遮断機も警報機も設置されていない踏切道 

（上段：件／下段：比率） 
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（４）踏切道数と踏切事故件数の推移 

踏切事故件数は、立体交差化や踏切の統廃合による踏切道数の減少、第１種

踏切道への改良等の踏切保安設備の整備等の安全対策を進めることにより、

年々減少しています。 

これまで踏切保安設備の整備が着実に進められてきた結果、関東運輸局管内

では踏切道の約９２％が第１種踏切道となっています。また、遮断機等の設備

のない第３種踏切道及び第４種踏切道は、年々減少していますが、令和２年度

末においてそれぞれ３２箇所及び４７１箇所残っており、表３に記述したとお

り踏切事故が同年度中にそれぞれ０件及び３件（踏切事故全４２件中７．１％）

発生しています。 

 

 

図６ 関東運輸局管内における踏切道数と踏切事故件数の推移 

 

 

※横軸については、昭和６２年度～平成１３年度は２年間隔、それ以降は１年間隔としています。 
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３ 人身障害事故の発生状況 

（１）人身障害事故の発生状況 

人身障害事故の件数及び死傷者数の推移は、図７のとおりであり、平成２６

年度までは増加傾向にありましたが、近年は減少傾向となっているものの、

依然運転事故に占める割合が高くなっています。また、令和２年度の発生件

数は、１１８件であり、対前年度３３件の減でした。 

令和２年度の人身障害事故は大幅に減少しており、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大に伴う利用者数の減少も影響していると考えられます。 

 

参考：全国 

○件 数 ：１１８件 対前年度：－３３件（２１．９％減）    ２８３件 

○死傷者数 ：１１８人 対前年度：－４９人（２９．３％減）    ２８５人 

○うち死亡者数：５４人 対前年度：＋１１人（２５．６％増）     １６２人 

 

図７ 関東運輸局管内における人身障害事故の件数及び死傷者数の推移 

 

 

各都県における人身障害事故の件数及び死傷者数の推移は、図８のとおりで

す。 
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図８ 各都県における人身障害事故の件数及び死傷者数の推移 
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（２）人身障害事故の原因別発生状況 

人身障害事故の原因別発生状況は、表４のとおり、約５５％が「ホームから
転落」及び「ホーム上で接触」により発生したものでした。また、図９のと
おり、令和２年度に発生した人身障害事故全体のうち、約３２％（３８件）
は酔客に関係するものでした。 

 
表４ 人身障害事故の原因別発生状況（令和２年度） 

種別 線路内立入り ホームから転落 ホーム上で接触 その他 合計 

東京都 
30 13 23 0 66 

45.5% 19.7% 34.8% 0.0% 100.0% 

神奈川県 
7 1 10 0 18 

38.9% 5.6% 55.6% 0.0% 100.0% 

千葉県 
3 4 6 0 13 

23.1% 30.8% 46.2% 0.0% 100.0% 

埼玉県 
5 0 6 0 11 

45.5% 0.0% 54.5% 0.0% 100.0% 

茨城県 
7 1 0 0 8 

87.5% 12.5% 0.0% 0.0% 100.0% 

栃木県 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

群馬県 
1 0 1 0 2 

50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

山梨県 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

関東運輸局管内 

合計 

53 19 46 0 118 

44.9% 16.1% 39.0% 0.0% 100.0% 
 

図９ 人身障害事故の原因別発生状況の推移
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４ 輸送障害の発生状況 

（１）輸送障害の原因別発生状況 

輸送障害の発生件数は、表５のとおり、１,１２７件で対前年度４２件（３．

６％）の減少となりました。 

また、輸送障害のうち自殺によるものは３１４件で対前年度８件（２.５％）

の減少となりました。 

なお、令和２年度において、自殺による輸送障害は輸送障害全体の約３割を

占めています。 

参考：全国 

○件 数：１，１２７件 対前年度：－４２件（ ３.６％減）６,２１６件 

○部内原因：  ２６６件 対前年度：＋１１件（ ４.３％増）１,３９６件 

○鉄道外原因：  ６８３件 対前年度：＋１０件（ １.５％増）３,００９件 

うち自殺：  ３１４件 対前年度： －８件（ ２.５％減）  ５４０件 

○自然災害 :   １７８件 対前年度：－６３件（２６.１％減）１,８１１件 

 

表５ 輸送障害の原因別発生状況（令和２年度） 
 

  
部内原因 鉄道外原因 

自然災害 合計 
鉄道係員 車両 土木・電気 自殺 自殺以外 

東京都 
20 19 22 110 58 30 259 

7.7% 7.3% 8.5% 42.5% 22.4% 11.6% 100.0% 

神奈川県 
13 20 25 78 51 28 215 

6.0% 9.3% 11.6% 36.3% 23.7% 13.0% 100.0% 

千葉県 
7 24 22 44 83 33 213 

3.3% 11.3% 10.3% 20.7% 39.0% 15.5% 100.0% 

埼玉県 
10 12 9 55 50 22 158 

6.3% 7.6% 5.7% 34.8% 31.6% 13.9% 100.0% 

茨城県 
6 6 6 8 37 17 80 

7.5% 7.5% 7.5% 10.0% 46.3% 21.3% 100.0% 

栃木県 
2 10 1 7 17 19 56 

3.6% 17.9% 1.8% 12.5% 30.4% 33.9% 100.0% 

群馬県 
3 8 14 5 31 20 81 

3.7% 9.9% 17.3% 6.2% 38.3% 24.7% 100.0% 

山梨県 
1 4 2 7 42 9 65 

1.5% 6.2% 3.1% 10.8% 64.6% 13.8% 100.0% 

関東運輸局管内 

合計 

62 103 101 314 369 178 1127 

5.5% 9.1% 9.0% 27.9% 32.7% 15.8% 100.0% 

 

（上段：件／下段：比率） 
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図１０ 輸送障害の原因別発生状況の推移 
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図１１ 各都県における輸送障害の原因別推移 
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５ インシデントの発生状況 

（１）インシデントの種類別発生状況 

インシデント（運転事故が発生するおそれがあると認められる事態）は、平

成１３年１０月より鉄軌道事業者から国への報告が義務付けられています。 

インシデントは、表６のとおり、６件であり、対前年度５件の増でした。 

 

○件  数：６件 対前年度：＋５件 
 

表６ インシデントの種類別発生状況（令和２年度） 

  
閉そく
違反 

信号 
違反 

信号 
冒進 

本線 
逸走 

工事 
違反 

車両 
脱線 

施設 
障害 

車両 
障害 

危険物
漏えい 

その他 合計 

令和２年度 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 6 

参
考 

令和元年度 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

5年平均 

（平成 28年度～令

和 2年度） 

0 0 0.8 0 0.4 0 1.8 1.8 0 0.6 5.4 

 

※用語の説明 

閉そく違反 

閉そく（軌道事業においては、保安方式）の取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間（軌

道事業においては、保安区間）を運転する目的で列車（軌道事業においては、本線路を運転す

る車両）が走行した事態 

信号違反 
列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事態又

は列車に進行を指示する信号を現示中に当該列車の進路が支障された事態 

信号冒進 
列車（軌道事業においては、本線路を運転する車両）が停止信号を冒進し、当該列車（車両）

が本線における他の列車又は車両の進路を支障した事態 

本線逸走 列車又は車両が本線を逸走した事態 

工事違反 
列車の運転を停止して行うべき工事又は保守の作業中に、列車が当該作業をしている区間を走

行した事態 

車両脱線 

鉄道事業における車両が脱線した事態であって次に掲げるもの 

イ 本線において車両が脱線したもの 

ロ 側線において車両が脱線し、本線を支障したもの 

ハ 側線において車両が脱線したものであって、側線に特有の設備又は取扱い以外に原因があ 

  ると認められるもの 

施設障害 
鉄道線路、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事

態 

車両障害 

車両の走行装置、ブレーキ装置、電気装置、連結装置、運転保安設備等に列車（軌道事業にお

いては、本線路を運転する車両）の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事

態 

危険物漏えい 列車又は車両から危険品、火薬類等が著しく漏えいした事態 

その他 前述に掲げる事態に準ずる事態 

参考：全国 

２４件 
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６ 鉄道に係る電気事故に関する事項 

 

○令和２年度の電気事故は、表７のとおり、４件であり、対前年度１件の減でし

た。 

 

表７ 鉄道に係る電気事故の発生状況（令和２年度） 

 感電 

死傷 

感電外 

死傷 

電気 

火災 

供給 

支障 

合 計 

令和２年度 ３ ０ ０ １ ４ 

参考・令和元年度 ４ ０ １ ０ ５ 
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７ 鉄道に係る災害に関する事項 

 

○鉄道事業者は、被害額が１千万円以上の災害が発生した場合には、鉄道事故等報

告規則第８条に基づき、当該災害に対する応急処置が完了した後１０日以内に、

国へ報告することが義務付けられています。 

 

○令和２年度の災害報告は２件で、いずれも令和元年東日本台風（台風１９号）に

よるものでした。 
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【索道編】 

１ 運転事故の発生状況 

（１）運転事故の件数及び死傷者数の推移 

令和２年度の運転事故の件数は、表８及び図１２のとおり、１件であり、対

前年度４件の減でした。 

また、令和２年度の運転事故による死傷者数は、表９及び図１３のとおり、

０人であり、対前年度５人の減でした。 

 

参考：全国 

○件  数 ： １件 対前年度：－４件             ２０件 

○死傷者数 ： ０人 対前年度：－５人             １５人 

 

 

表８ 運転事故件数の推移 

（年度） H21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 

普通索道 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

特殊索道 3 1 4 1 3 2 3 3 5 2 4 0 

合  計 3 2 4 1 3 2 3 4 5 3 5 1 

 

 

 

図１２ 運転事故件数の推移 
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表９ 運転事故による死傷者数の推移 

（年度） H21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 

死亡者数 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

負傷者数 3 2 1 1 4 1 3 4 5 2 5 0 

死傷者数 3 2 2 1 4 1 3 4 5 2 5 0 

事故件数 3 2 4 1 3 2 3 4 5 3 5 1 

 

 

図１３ 運転事故による死傷者数の推移 

  
*4 

  

                                                                              
*4 表１９中の平成２３年度の死亡者は、索道人身障害事故によるものでした。 
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（２）運転事故の種類別の件数及び死傷者数 

運転事故の種類別の件数及び死傷者数は、表１０のとおり、搬器衝突事故１

件（死傷者数０人）でした。 

この搬器衝突事故は、非常制動保安動作時の搬器の揺れが駆動ベルトの整備

不良で発生したスリップ及び乗客の挙動等の状況により増幅したことにより

搬器が停車場の設備に衝突したものでした。 

 

表１０ 運転事故の種類別の件数及び死傷者数（令和２年度） 

索道種類 

事故種類 

普通索道 特殊索道 
合計 

交走式 循環式 循環式 滑走式 

索 条 切 断 事 故 件 数      

死 傷 者 数      

うち死亡者数      

搬 器 落 下 事 故 

件 数      

死 傷 者 数      

うち死亡者数      

搬 器 衝 突 事 故 

件 数  1    

死 傷 者 数  0    

うち死亡者数  0    

搬 器 火 災 事 故 

件 数      

死 傷 者 数      

うち死亡者数      

索道人身障害事故 

件 数      

死 傷 者 数      

うち死亡者数      

合 計 

件 数 0 1 0 0 0 

死 傷 者 数 0 0 0 0 0 

うち死亡者数 0 0 0 0 0 

【参考】 

令和元年度 

件 数 0 1 4 0 5 

死 傷 者 数 0 1 4 0 5 

うち死亡者数 0 0 0 0 0 
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２ インシデントの発生状況 

インシデント（運転事故が発生するおそれがあると認められる事態）は、平成１

３年１０月より索道事業者から国への報告が義務付けられています。 

インシデントは、０件であり、対前年度の増減はありませんでした。 
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Ⅱ 輸送の安全に関わる行政指導等に関する事項 

 

１ 保安監査の実施状況 

 

○国土交通省関東運輸局では、鉄軌道及び索道輸送の安全を確保するための取組が

適切であるかどうか、施設及び車両の管理及び保守並びに運転取扱いが適切であ

るかどうかについて、保安監査を実施しています。 

 

○令和２年度は、関東運輸局管内６０鉄軌道事業者、４５索道事業者の計１０５事

業者（令和３年３月末現在）のうち、保安監査を６の鉄軌道事業者、１の索道事

業者に対して計７回実施し、その結果に基づいて３の鉄軌道事業者に対して文書

による行政指導を行い、改善を求めました。主な行政指導の内容は、車両の検査、

施設及び運転の基準に関するものでした。 

 

 

２ 鉄道事業法及び軌道法に基づく行政処分（事業改善の命令） 

 

○国土交通省関東運輸局は、鉄軌道及び索道事業について輸送の安全、利用者の利

便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業法第２

３条（軌道法第２６条及び鉄道事業法第３８条において準用する場合を含む。）

に基づき鉄軌道及び索道事業者に対して事業改善の命令を発しています。 

 

○令和２年度は、輸送の安全に関する事業改善の命令はありませんでした。 

 

 

３ 事故等の報告に基づく行政指導の実施状況 

 

○国土交通省関東運輸局は、鉄軌道及び索道事業者に対して、重大な事故が発生し

た場合や、社会的な影響の大きい輸送障害が発生した場合等には、輸送の安全の

確保等のため、事故等の報告に基づいて事故等の原因の究明や再発防止を求める

等の行政指導を行っています。 

 

○令和２年度は、事故等の報告に基づく行政指導はありませんでした。 
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４ 運輸安全マネジメント評価の実施状況 

 

○国土交通省は、鉄軌道及び索道事業者に対して、経営トップや安全統括管理者等

の経営管理部門が行う安全管理体制への取組状況について評価し、更なる輸送の

安全の確保に資する改善方策等の助言を行う‘運輸安全マネジメント評価’*5を

実施しています。 

 

○令和２年度、関東運輸局においては、２の鉄軌道事業者、２の索道事業者に対し

て計４回の運輸マネジメント評価を行いました。 

                                                                              
*5 「運輸安全マネジメント評価」の詳細については、国土交通省の運輸安全に関するホームページ

<https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/index.html>をご覧下さい。 

https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/index.html

